
　本校における部活動は、生徒の自主的、自発的な参加により行
われるもので、スポーツや文化等に親しみ、学習意欲の向上や責
任感、連帯感の涵養等、生徒の資質・能力の育成を目指す。

休養日

原則として以下のように休養日を設定する。
・学期中は、週当たり２日以上の休養日を設ける。
（平日、週末それぞれ少なくとも1日以上、週末大会参加等で活動
した場合は、他の日に振り替える。）
・長期休業中は、学期中に準じて休養日を設け、ある程度長期の
休養期間も設ける。
ただし、シーズンスポーツや全国大会等に向け集中して活動時間
を設けることが必要な部活動は、年間で104日以上、週末は少なく
とも52日以上休養日を設けるよう年間計画を定める。

活動時間

・１日の活動時間は、原則、平日で２時間程度、学校の休業日（学
期中の週末も含む）は３時間程度とする。
・大会や練習試合、リハーサル等で、１日の活動時間が長くなる場
合は、その後に休養日を設ける。

・各部顧問は、年間の活動計画を作成するとともに、毎月の活動
計画を作成し、休業日及び活動時間について校長の承認を得るも
のとする。
・活動計画は、学校のホームページへの掲載等により公表する。
・月の活動が終わった段階で、活動実績を校長に報告する。

・部活動を実施する上で、家庭や地域の人々の協力は必要である
ことから、家庭や地域社会との連携と協働を深めながら実施する。
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